
令和8年度　夕鉄バス運転事故防止計画
　夕鉄バスでは、公共交通機関としての社会的役割と責任を自覚し、継続的な「輸送の安全確保」に努めるた
め「運輸安全マネジメント」にしっかりと取り組み、さらに、関係機関が実施する各種交通安全運動に積極的
に参加するとともに、タイミングのよい諸対策を推進して、交通事故の防止に努めるため、１年を通じて様々な
啓蒙活動を実施しております。

一、安全運行のための厳正な点呼の実施
一、車内事故防止の徹底
一、車両点検整備の確実な実施
一、運転者に対する指導教育及び健康管理の徹底
一、乗客に対するシートベルト着用指導の徹底
一、デイ・ライトの確実な実施
一、こどもと高齢者の安全確保

　確認の　甘さが苦い　事故を呼ぶ

月 実施事項 期間 対象 実施内容 主催

4月 春の全国交通安全運動
4月6日～
　　4月15日

全社
北海道交通安全対策会議の
計画に基づき実施

運輸局､道､各自治
体､道警､各安協等

5月 サービス向上運動
5月1日～
　　5月31日

全社

利用者に対するサービス向上を基
調に「気持ち良く乗って頂く」基本
精神の徹底、乗降客に対する感謝
の一言挨拶

◎夕鉄バス

車内事故防止キャンペーン
シートベルト着用強化月間

7月1日～
　　7月31日

全社
乗合バスの車内事故防止と、
貸切・高速バスの乗客へのシ
ートベルト着用徹底

日本バス協会
北海道バス協会

夏の交通安全運動
7月13日～
　　7月22日

全社
北海道交通安全対策会議の
計画に基づき実施

道、各自治体、
道警、各安協等

9月
秋の全国交通安全運動
飲酒運転防止週間

9月21日～
　　9月30日

全社
北海道交通安全対策会議の
計画に基づき実施

運輸局､道､各自治
体､道警､各安協等

11月 冬の交通安全運動
11月13日～
　　11月22日

全社
北海道交通安全対策会議の
計画に基づき実施

道、各自治体、
道警、各安協等

12月 年末年始輸送安全総点検
12月10日～
1月10日

全社 道運輸局の通達に基づき実施 北海道運輸局

1月～
　3月

健康診断推進運動 1月～3月 全社
4月～12月中の未検診者や、再検
等、社状に応じて推進を図る

北海道バス協会

貸切バスの運行経路等総点検
4月15日～
　　4月30日

全社
行楽期・本格的観光シーズン
入りを前に、運行経路の調査
を行う

車両点検整備強化旬間 5月中旬 全社
繁忙期を前に車両及びシート
ベルトを含めた装備資機材の
点検整備

車両・装備部品等総点検 10月中旬 全社
冬期を前に車両及び装備資機
材の点検整備

初冬期の事故防止旬間 11月上旬 全社
路面凍結期にむけての事故防
止啓発

①貸切乗務員教育及び貸切登用
乗務員の実習(詳細別紙)

年間計画に
基づき実施
（実習は随時）

全社
貸切乗務員の心得を基に反復指
導及び実務実習

②乗務員の追指導教育 随時 全社 車両取扱い要綱を基に実務指導

③健康診断後の再検者等の指
　導の徹底

11月～3月 全社
健康診断後の再検者等の指導及
び早期発見・早期治療の啓蒙・指
導強化

7月

年間 北海道バス協会

年間 ◎夕鉄バス

重点実施事項

令和８年度夕鉄バス運転事故防止ｽﾛｰｶﾞﾝ



実施月

　・　バスを運転する場合の心構え

　・　バス運行の安全、乗客の安全を確保するために遵守すべきこと

　・　バスの構造上の特性、確実な点検

　・　乗車中の乗客の安全を確保するために留意すべき事項

　・　乗客が乗降するときの安全を確保するために留意すべき事項

　・　運行経路・路線における道路及び交通の状況

　・　ドライブレコーダーから取得した事故、苦情、ヒヤリハット映像を活用した教育

　・　危険の予測及び回避並びに緊急時（異常気象時含む）における対処方法

　・　運転者の運転適性に応じた安全運転

　・　交通事故に係る運転者の生理的及び心理的要因と対応方法

　・　健康管理の重要性

　・　安全性の向上を図るための装置を備えるバスの適切な運転方法

　・　ドライブレコーダーの記録を利用した運転者の運転特性に応じた安全運転

　・　吹雪時の安全な停止、徐行の徹底教育

　・　事故、災害時の訓練（非常口、非常用信号、消火器の取扱い等）救命救急講習

　・　整備講習

　・　冬道での走行訓練（急ブレーキ操作・タイヤチェーン装着等）

年1回

（別紙）　令和8年度　夕鉄バス年間安全教育

教　育　内　容

4月

7月

10月

1月


